
＊ 委任状／包括委任状の記載方法 

下記の要領に従って記載・捺印をお願い致します。 

 

１． 法人（会社）の名前で出願（手続）を行う場合 

【居所】：本社や本店など、登記されている事業所の所在地です。 

 （工場や支店等の居所ではありません。） 

   県名から記入してください。（ゴム印でも構いません） 

【名称】： 登録されている会社名です。 

 （株）などの略称で記載することはできません。（ゴム印でも構いません） 

【代表者】： 登記されている「代表権のある」方のご氏名です。 

 肩書きは不要です。（代表取締役、社長、店長等） 

 また、ゴム印等にご氏名が入っている場合、重ねての記入は不要です。 

【印】： 「登録されている印鑑」（代表者印）をご使用下さい。注１） 

 

２． 個人の名前で出願（手続）を行う場合 

【住所】：住民登録している住所です。 

   県名から記入してください。（ゴム印でも構いません） 

【名称】：戸籍上の正式な氏名です。 

 通称などではありません。（ゴム印でも構いません） 注２） 

【印】： 実印・三文判どちらでも構いません。注１） 

 

注１） 使用された印鑑は特許庁に登録されます。以前特許庁への手続をされている場合は、同

じ印鑑を押してください。 

また、以後の手続で印鑑を使用する場合、同じものを用いる必要がありますので、ご使用

の印鑑は特許庁提出書類用として保管下さい。 

注２） 個人の場合は、会社名・屋号等は記入しないでください。 

 

３． ダウンロードに際しての注意事項 

書類はＷｏｒｄでご用意しております。文章や文字の削除等にお気をつけ願います。 

住所（居所）等の記入方法は、次のいずれでも構いません。 

① Ｗｏｒｄ文書に直接タイプ入力 

② 手書き 

③ ゴム印  

＊① →入力いただいた文書を印刷し、押印してください。 

＊②、③→まず文書を印刷していただき記入、押印してください。 

記載方法に不明な点等ございましたら、お問い合せ下さい。 
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特許／実用新案登録／意匠登録／商標登録 

手続案件について四法の記入をお願いします 


